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○
厚
生
労
働
省
告
示

号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）
第
百
九
十
六
条
の
三

、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
二
号
）
附
則
第
十
三
条
の
三
、
障
害
者

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
四
号
）
第
七
十
二
条
の
三
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
七
号
）
附
則
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
及

び
そ
の
評
価
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
三
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
及
び
評
価
方
法

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
。
以
下
「
指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
百
九
十
六
条
の
三
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
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た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

省
令
第
百
七
十
二
号
。
以
下
「
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
三
条
の
三
、
障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
四
号
。
以
下
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
七
十
二

条
の
三
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
七
号
。
以
下
「
障
害
者
支
援
施
設
基
準
」
と

い
う
。
）
附
則
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項

と
し
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
九
十
六
条
の
三
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
附
則
第
十
三
条
の
三
、
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
七
十
二
条
の
三
及
び
障
害
者
支
援
施
設
基
準
附
則
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
評
価
方
法
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
評
価
基
準
に
応
じ
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
ス
コ
ア
を
合
計
し
た
も
の
と
す
る
。
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事
項

評
価
基
準

ス
コ
ア

労
働
時
間

一

一
日
の
平
均
労
働
時
間
数
（
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
等
（
就
労
継

八
十

続
支
援
Ａ
型
事
業
所
（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
七
十
二
条
に
規
定
す

る
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
障
害
者
支

援
施
設
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
を
い
う
。
）
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
（
障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成

十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
六
条
の
十
第
一
号
に
規
定
す
る
就

労
継
続
支
援
Ａ
型
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
障
害
者
支
援
施
設
が
行

う
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
就
労
継
続

支
援
Ａ
型
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
、
当
該
就
労
継
続
支
援
Ａ

型
等
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
、
当
該
就
労
継
続



四
頁

支
援
Ａ
型
事
業
所
等
と
雇
用
契
約
を
締
結
し
て
い
た
利
用
者
の
当
該
就
労

継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
等
に
お
け
る
労
働
時
間
の
合
計
数
を
当
該
利
用
者

の
合
計
数
で
除
し
て
算
出
し
た
、
当
該
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
等
に

お
け
る
一
日
当
た
り
の
平
均
労
働
時
間
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
七

時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

一
日
の
平
均
労
働
時
間
数
が
六
時
間
以
上
七
時
間
未
満
で
あ
る
こ
と
。

七
十

三

一
日
の
平
均
労
働
時
間
数
が
五
時
間
以
上
六
時
間
未
満
で
あ
る
こ
と
。

五
十
五

四

一
日
の
平
均
労
働
時
間
数
が
四
時
間
三
十
分
以
上
五
時
間
未
満
で
あ
る

四
十
五

こ
と
。

五

一
日
の
平
均
労
働
時
間
数
が
四
時
間
以
上
四
時
間
三
十
分
未
満
で
あ
る

四
十

こ
と
。

六

一
日
の
平
均
労
働
時
間
数
が
三
時
間
以
上
四
時
間
未
満
で
あ
る
こ
と
。

三
十

七

一
日
の
平
均
労
働
時
間
数
が
二
時
間
以
上
三
時
間
未
満
で
あ
る
こ
と
。

二
十

八

一
日
の
平
均
労
働
時
間
数
が
二
時
間
未
満
で
あ
る
こ
と
。

五

生
産
活
動

一

前
年
度
（
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
等
に
お
け
る
就
労
継
続
支
援
Ａ

四
十

型
等
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
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び
前
々
年
度
（
当
該
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
等
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
度

の
前
々
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
各
年
度
に
お
け
る
生
産
活
動
収

支
（
生
産
活
動
に
係
る
事
業
の
収
入
か
ら
生
産
活
動
に
係
る
事
業
に
必
要

な
経
費
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
年
度
に
利
用
者
に
支
払
う
賃
金
の
総
額
以
上
で
あ
る
こ

と
。

二

前
年
度
及
び
前
々
年
度
に
お
け
る
生
産
活
動
収
支
の
う
ち
前
年
度
に
お

二
十
五

け
る
生
産
活
動
収
支
の
み
が
前
年
度
に
利
用
者
に
支
払
う
賃
金
の
総
額
以

上
で
あ
る
こ
と
。

三

前
年
度
及
び
前
々
年
度
に
お
け
る
生
産
活
動
収
支
の
う
ち
前
々
年
度
に

二
十

お
け
る
生
産
活
動
収
支
の
み
が
前
々
年
度
に
利
用
者
に
支
払
う
賃
金
の
総

額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四

前
年
度
及
び
前
々
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
生
産
活
動
収
支
が
い
ず
れ

五

も
当
該
各
年
度
に
利
用
者
に
支
払
う
賃
金
の
総
額
以
上
で
な
い
こ
と
。

多
様
な
働
き
方

一

当
該
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
等
に
お
け
る
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
等

三
十
五

の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
に
お
い
て
、
就
業
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
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る
も
の
に
よ
り
、
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
利
用
者
に
関
す
る
事
項

を
定
め
て
い
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
一
点
と
し
て
算
定
し
た
合
計
点
（
五
点

を
限
度
と
し
、
前
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
算
定
し
た
点
数
に
係
る
当
該
事

項
を
、
利
用
者
の
希
望
に
基
づ
き
講
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
講
じ
た
事
項

ご
と
に
一
点
を
加
算
し
た
点
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
事
項
に
お
い
て
単
に

「
合
計
点
」
と
い
う
。
）
が
八
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ

就
労
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
に
資
す
る
免
許
、
検
定
そ
の

他
の
資
格
の
取
得
を
支
援
す
る
た
め
の
制
度
に
関
す
る
事
項

ロ

利
用
者
を
当
該
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
等
の
職
員
と
し
て
雇
用

す
る
場
合
に
お
け
る
採
用
手
続
及
び
採
用
条
件
に
関
す
る
事
項

ハ

在
宅
勤
務
を
行
う
利
用
者
の
労
働
条
件
及
び
服
務
規
律
に
関
す
る
事

項
ニ

そ
の
利
用
者
に
係
る
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
そ
の
利
用
者
の
決
定

に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
利
用
者
の
労
働
条
件
に
関
す
る
事
項

ホ

そ
れ
ぞ
れ
の
障
害
の
特
性
に
応
じ
一
日
の
所
定
労
働
時
間
が
短
い
利

用
者
の
労
働
条
件
に
関
す
る
事
項
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ヘ

そ
れ
ぞ
れ
の
障
害
の
特
性
に
応
じ
て
一
日
の
所
定
労
働
時
間
を
変
更

す
る
こ
と
な
く
始
業
又
は
終
業
の
時
刻
を
繰
り
上
げ
又
は
繰
り
下
げ
る

制
度
に
関
す
る
事
項

ト

時
間
を
単
位
と
し
て
又
は
時
季
を
指
定
し
て
有
給
休
暇
を
与
え
る
こ

と
に
関
す
る
事
項

チ

業
務
外
の
事
由
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
の
療
養
の
た
め
の
休
業
に
関

す
る
事
項

二

合
計
点
が
六
点
又
は
七
点
で
あ
る
こ
と
。

二
十
五

三

合
計
点
が
一
点
以
上
五
点
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
五

支
援
力
向
上
の
た
め
の

一

前
年
度
（
ト
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
前
年
度
の
末
日
か

三
十
五

取
組

ら
起
算
し
て
過
去
三
年
間
）
に
お
い
て
、
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
の
う
ち
五

つ
の
項
目
に
該
当
す
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
項
目
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
点
数
（
以
下
こ
の
事
項
に
お
い
て
「
合
計
点
」
と

い
う
。
）
が
八
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
等
の
職
員
（
職
業
指
導
員
等
（
障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
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に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
（
以

下
「
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
第

の
８
の
注
１
に
規

13

定
す
る
職
業
指
導
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の

イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
障
害
者
の
就
労
の
支
援
に
関
す
る
知

識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
作
成
し
た
研
修
計
画
（
研
修
の
時

期
、
目
的
、
対
象
者
及
び
具
体
的
な
内
容
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
当
該
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
等
の
事
業
を
行

う
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
者
（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
七
十
二

条
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
者
を
い
う
。
）
又
は
指
定
障

害
者
支
援
施
設
（
以
下
「
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
者
等
」
と
い
う

。
）
以
外
の
者
が
行
う
研
修
会
又
は
当
該
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
者

等
が
行
う
研
修
会
（
当
該
研
修
会
の
講
師
が
当
該
職
員
以
外
の
者
で
あ

る
場
合
に
限
る
。
）
へ
の
当
該
職
員
の
参
加
状
況

⑴

当
該
職
員
の
半
数
以
上
が
参
加
し
て
い
る
場
合

二
点
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⑵

参
加
し
た
当
該
職
員
の
数
が
一
人
以
上
で
あ
る
場
合
（
⑴
に
該
当

す
る
場
合
を
除
く
。
）

一
点

ロ

当
該
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
等
の
職
員
が
当
該
就
労
継
続
支
援

Ａ
型
事
業
所
等
に
お
け
る
障
害
者
に
対
す
る
就
労
支
援
に
関
し
て
、
研

修
（
当
該
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
等
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、

学
会
又
は
学
会
誌
等
に
お
い
て
発
表
し
た
回
数

⑴

二
回
以
上
の
場
合

二
点

⑵

一
回
の
場
合

一
点

ハ

次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
場
合

⑴

当
該
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
等
の
職
員
が
先
進
的
事
業
者
（

障
害
者
に
対
す
る
就
労
支
援
に
係
る
先
進
的
な
取
組
を
行
う
他
の
就

労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
者
等
そ
の
他
の
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
視
察
又
は
先
進
的
事
業
者
に
お
け
る
実
習
を
行
い
、
か
つ
、

当
該
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
等
に
お
い
て
他
の
就
労
継
続
支
援

Ａ
型
事
業
者
等
の
職
員
に
よ
る
視
察
又
は
実
習
を
受
け
入
れ
た
場
合

二
点



一
〇
頁

⑵

当
該
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
等
の
職
員
が
先
進
的
事
業
者
の

視
察
若
し
く
は
先
進
的
事
業
者
に
お
け
る
実
習
を
行
っ
た
場
合
又
は

当
該
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
等
に
お
い
て
他
の
就
労
継
続
支
援

Ａ
型
事
業
者
等
の
職
員
に
よ
る
視
察
若
し
く
は
実
習
を
受
け
入
れ
た

場
合
（
⑴
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

一
点

ニ

生
産
活
動
収
入
を
増
や
す
た
め
の
販
路
拡
大
の
た
め
に
商
談
会
、
展

示
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
参
加
し
た
回
数

⑴

二
回
以
上
の
場
合

二
点

⑵

一
回
の
場
合

一
点

ホ

人
事
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
定
期
に
昇
給
を
判
定
す
る
仕
組
み
を
設

け
て
い
る
と
と
も
に
、
当
該
人
事
評
価
の
基
準
に
つ
い
て
書
面
を
も
っ

て
作
成
し
、
全
て
の
職
員
に
周
知
し
て
い
る
場
合

二
点

へ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
８
の
２
の
注
に
規
定
す
る
障
害
者

14

等
で
あ
る
従
業
者
を
配
置
し
て
い
る
場
合

二
点

ト

第
三
者
評
価
を
受
け
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
て
い
る
場
合

二
点

チ

当
該
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
等
に
係
る
取
組
が
、
国
際
標
準
化
機
構
が



一
一
頁

定
め
た
規
格
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
認
証

を
受
け
て
い
る
場
合

二
点

二

合
計
点
が
六
点
又
は
七
点
で
あ
る
こ
と
。

二
十
五

三

合
計
点
が
一
点
以
上
五
点
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
五

地
域
連
携
活
動

前
年
度
に
お
い
て
、
当
該
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
等
が
地
域
の
事
業

十

者
と
連
携
し
た
付
加
価
値
の
高
い
商
品
開
発
、
企
業
若
し
く
は
官
公
庁
等
で

の
就
労
又
は
生
産
活
動
そ
の
他
の
地
域
社
会
と
連
携
し
た
活
動
を
行
い
、
当

該
活
動
の
内
容
及
び
当
該
活
動
に
対
す
る
当
該
事
業
者
又
は
当
該
企
業
若
し

く
は
官
公
庁
等
の
意
見
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
し
て
い
る
こ
と
。


